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令和６年度 活動方針・活動目標 【 第 ３ 号 議 案 】

新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日より５類感染症へと移行し，学校教育活動もウイズコロナの新

たな状況を迎えた。これまで足掛け４年にわたるコロナ禍において，学校現場では不安を抱えながらも，児童生

徒が安全・安心な学校生活を送り学習活動に取り組めるよう，学校が一丸となって教育環境及び学習環境の整備

と保障の確保について日々精励しているところである。

現在，学校現場では教員不足・教職員の確保の問題は常態化して深刻な状況になっている。産・育休補充教職

員及び欠員補充教職員が安定して運べる補充システムの実現を図ることは急務の課題である。そして，教員不足

と関連して教員を目指す人が減少傾向であり，教員採用試験の倍率が低下し，優秀な人材を確保する点で大きな

課題となっている。教職の魅力を上げたり，大学との連携をより推進したりする施策が急務である。

一方，学校における働き方改革は国・県の施策が行われているが，改善が遅々としている長時間勤務や「一年

単位の変形労働時間制の適用」，部活動の地域移行等，課題は山積している。そして，重責と激務を担う校長の支

援や副校長・教頭の職務多忙化の減少を図るための支援が十分に実現されているとは言い難い状況である。また，

給食費の公会計化など管理職員の業務負担を軽減する制度の導入も求められ，学校における働き方改革の更なる

推進について今後とも要望・提言活動を強力に進める必要がある。

このような厳しい状況や不安定な要素を抱える学校現場において，管理職員をリーダーとした教職員の一致団

結と関係機関とより一層強化した連携が必要である。そして，何よりも根本的な方策は教職員の増員を図ること

である。上部団体である全管協も，文部科学省はじめ財務省，総務省，厚生労働省に要請・要望活動を行い，学

校の実情を強く訴えてきた。徳管協も，県教育委員会をはじめ関係機関に対して管理職員の過酷な勤務環境改善

への実効性ある方策を引き続き要望していく必要性がある。

令和５年度より定年延長制・役職定年制が開始されたが，役職定年となる管理職員本人の希望を尊重した役職

定年後の働き方とするとともに，教育管理職の経験を活かせる職種拡大の整備を進めることが極めて重要である。

また，令和６年度は応募なしとなった「役職定年制」の特例として認められる「特定管理監督職群」の今後のよ

り具体的な内容の情報提供と積極的な運用を図ることは今後も強く求めたい。そして，教育管理職の経験を活か

し安心して働ける多様な勤務制度や勤務条件の整備を国や県・市町村教委等に一層強力に働きかけていく。

組織の充実・強化については，組織全体で会員を支える顧問弁護士制度の活用を大きな柱とする徳管協救援制

度や裁判支援制度を継続し，管理職員が後顧の憂いなく学校経営・学校運営に専念し，リーダーシップを発揮で

きる環境づくりをしたい。そして，開設２年目となる徳管協管理職相談室の周知を一層図り，学校経営・学校運

営に伴う管理職員の悩みやストレスを相談できる体制を構築していきたい。組織拡大では，小中学校の管理職員

の１００％４９１名が徳管協会員となっており，他の職員団体と比して極めて高い組織率である。加えて付属

小・中・特別支援学校の５名も準会員として加入している。また，本年度準会員加入がなしとなった県市町村立

小中学校事務室長会との連携強化を引き続き進め準会員加入を働きかけるとともに，中高一貫校の中等教育学校

の管理職員にも準会員加入を働きかけたい。

以上，徳管協は本年度の活動方針に基づき，具体的な活動目標を立て，その実現のため活動を展開していく。

Ⅰ 活動の基本方針

１ 教育管理職の身分保障と処遇改善・社会的地位の向上に努める

２ 教育諸条件を改善する活動を積極的に展開する

３ 教育管理職としての資質の向上に努める

４ 教育管理職の福利厚生事業の充実を図る

５ 県内教職員団体との連携を図り，職員団体としての活動の強化を図る

６ 全管協との連携を一層強め，全国組織の拡大充実を図る

Ⅱ 具体的な活動目標

１ 徳管協の組織強化

(1) 徳管協創設の意義，徳管協の歩み，今後の在り方についての理解促進と情宣活動の徹底

(2) 支部活動の活性化と会員意識の高揚

(3) 情宣活動の活性化と現場の意見・要望の情報収集

(4) 徳管協研修会，支部研修会，役員研修会の充実

(5) 県小・中学校長会，教頭会，市町村立小中学校事務室長会及び教育関係諸団体との連携強化

(6) 徳管協専門部活動の充実
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２ 身分保障・処遇改善

(1) 教職員給与制度の見通しと改善（給料表の完全な６級制度化）

(2) 小学校・中学校教育職給料表を高等学校給料表の一本化

(3) 校長の権限強化と副校長，教頭の処遇改善

(4) 副校長，教頭の俸給加算額（７，５００円）の改善

(5) 管理職手当の期末・勤勉手当及び退職手当算定基礎への繰入

(6) 「新人確保法」の提言及び「義務教育費国庫負担割合」を1/2に，その後全額国庫負担へ

(7) 義務教育等教員特別手当の支給額の維持・改善

(8) 人事委員会勧告制度の堅持

(9) 「育成・評価システム」や功績表彰の適正な運用

(10) 女性管理職の積極的な登用

(11) 年金支給開始年令６５歳に伴う民間の「高年齢者雇用安定法」に見合った「再任用制度」の改善と，教

育管理職の経験を活かせる多様な職種への人材確保と定数枠外採用の推進

(12) 退職手当・年金制度の改善

(13) 役職段階別加算制度の改善（校長２０％，副校長・教頭１５％）

(14) 管理職員特別勤務手当の支給要件の拡大と請求手続きの簡素化

(15) 併設型及び一貫校の小・中学校を兼務する校長の処遇改善

(16) 定年延長制に伴う管理職員の身分保障と処遇改善

(17) 市町村立小中学校事務室長の身分保障と処遇改善（管理職員への指定）

３ 教育諸条件の改善・充実

(1) 義務標準法の改正による少人数学級の年次的・計画的な拡大

(2) 少人数指導，児童生徒支援，特別支援等の個別の教育課題への加配定数の確保

(3) いじめ・不登校問題等の早期解決のための人的配置

①生徒指導及び教育相談担当教員の枠外配置

②スクール・カウンセラーの相談時間の拡充

③スクール・ソーシャルワーカー及び巡回相談員の増員

④法的な専門指導員としてのスクール・ロイヤーの派遣

(4) 小学校専科教員の増員，特に外国語（英語），プログラミング教育の人的配置

(5) 中学校における免許外教科の解消と部活動指導員の確保及び適正な配置

(6) へき地・小規模校に複式学級解消及び教頭の学級担任解消を図る加配教員の配置

(7) 養護教諭，事務職員の全校配置及び大規模校への複数配置

(8) 食育充実に向けての栄養教諭の増員

(9) 司書教諭の枠外配置に推進

(10) 小学校長の幼稚園長兼務の解消（兼務解消率は，７０％以上を目指す。）

(11) 教頭（副校長）の全校配置と大規模校等への複数配置の拡充

(12) 定年延長制を見通した教員採用計画の策定（教員の年齢構成のバランス化）

(13) 教員採用時に臨時的任用教員の勤務状況報告書の尊重

(14) 会計年度講師，非常勤講師，補充講師等の確保のための効力のある条件整備の改善

(15) 個別の教育課題への対応として県単教員の確保による教育の質の向上

(16) 校舎及び周辺の壁等の施設の耐震化や津波対策等，地震や津波に関係する対策の完全実施

(17) 教員免許更新制の発展的解消への対応

(18) 泊勤者の住宅環境整備（通勤環境の改善による泊勤者の減少）

(19) 出張の精選と学校事務のスリム化

(20) 学校の統廃合に関する適正規模・配置等手引きの機械的な運用の回避

(21) 学校における働き方改革推進のための実効性のある施策

①臨時的任用教員の確保できる具体的な方策

②校長の心身の負担軽減を支援する体制

③副校長・教頭の職務多忙の減少を図るための教員業務支援員の配置

④部活動指導員並びに教員業務支援員の増員と条件整備の拡充

⑤給食費の公会計

⑥１年単位の変形労働時間制導入の弾力的な運用

(22) ５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策についての適切な措置
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４ 旅費・手当の増額，教育予算の増額

(1) 普通旅費の増額（算定基準を明確に）

(2) 修学旅行の引率教員の増員と引率旅費の増額（小規模校や発達障がい児に対する配慮）

(3) 野外宿泊活動引率旅費の実額支給

(4) 遠距離泊勤者出張旅費の改善

(5) ３号業務の県外大会の引率旅費の別途支給

(6) 義務研修のための旅費の確保

(7) 扶養手当，住居手当，通勤手当の改善

(8) 平地泊勤者手当の新設

(9) 特殊業務手当の増額と３号業務による管理職への特殊業務手当の支給

(10) ４号業務による管理職員が部活動指導に関わった場合の特殊業務手当の支給

(11) 高速道路利用費の改善

(12) 情報処理効率化のための条件整備（学校専用のパソコン等の増設）

(13) 児童生徒の「安全対策」のための予算の確保

(14) へき地手当，地域手当の維持・改善

５ 福利厚生事業の充実

(1) 顧問弁護士制度と慶弔・救援規程の周知及び積極的な活用

(2) 徳管協裁判支援制度の周知

(3) 公務員賠償責任保険の周知

(4) 徳管協管理職相談室の周知

(5) 県互助組合，県共済組合の福利厚生事業への支援と活用

(6) 徳管協主催事業の充実

６ 文部科学省・財務省等への要望

(1) 義務教育費国庫負担制度の堅持及び負担率 1/3を 1/2へ，その後更に全額国庫負担化の早期実現

(2) 「新人材確保法」への提言と勤務実態を踏まえた教職員の処遇改善

(3) 教職員の長時間勤務の削減と新たに創設された副校長・教頭マネジメント支援員の配置

(4) 給料表の完全な6級制制度化の導入

(5) 義務標準法の改正（年次的な改善数を明らかにした教職員数改善計画の策定）

(6) 教育調整額現行４％から８％以上への増額

(7) 義務教育等教員特別手当の維持・改善

(8) 管理職員特別勤務手当の支給要件の拡大と請求手続きの簡素化

(9) 管理職手当を期末・勤勉手当及び退職手当の算定基礎への繰入

(10) 各都道府県人事委員会の勧告制度の堅持

(11) 教員免許更新制の発展的解消に伴う令和の日本型学校教育に対応する新たな研修制度の在り方

(12) 教科用図書無償配布の堅持

(13) 校舎と周辺施設等の耐震化や津波対策等，大災害に関する対策の完全実施

(14) 教育予算の充実（ＧＤＰ比5.0％以上）

※ 要望の具体的な内容・方法等は，給与法制対策部で立案し，理事会で協議・決定する。


